
 

日向市地域特産物リキュール特区 

 

 

都道府県名： 宮崎県  

申請主体名： 日向市 

区域の範囲： 日向市の全域 

特区の概要： 日向市では、特産である香酸柑橘「へべす」を中心に様々

な農畜産物が生産されているが、後継者不足や遊休農地の拡

大等、本市の農業を取り巻く環境は厳しさを増している。そ

のため、「儲かる農業」を実現させ、農業者の安定した生活を

確保することが求められている。 

本特例措置を活用し、「へべす」等特産品を使ったリキュー

ル製造が可能な環境を整備することで、六次産業化や特産物

の需要増加を促進し、農家所得の向上や経営規模拡大を目指

す。さらに、さまざまな事業者等がリキュールを製造するこ

とにより、農商工連携によるビジネスチャンスを創出し、地

域や地域経済を活性化することで、「儲かる農業」を実現し、

後継者不足や遊休農地の拡大等の解消を図る。 

適用される規制

の特例措置： 

特産酒類の製造事業 

 

 

 

特産品である香酸柑橘「へべす」 

 

 

 

へべす収穫祭で収穫を楽しむ参加者 




